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関係団体 御中 

 

厚生労働省医政局医事課  

  

 

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の 

被扶養者の収入確認の特例について（周知依頼） 

 

 

 日頃より、厚生労働行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 標記について、現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例

年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われていますが、このワ

クチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっています。 

 こうした事情を鑑み、厚生労働省では、「新型コロナウイルスワクチン接種

業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」（令和３年６月

４日付け保保発 0604第１号厚生労働省保険局保険課長通知。以下「特例通知」

という。）及び「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被

扶養者の収入確認の特例に関するＱ＆Ａについて」（令和３年６月４日付け厚

生労働省保険局保険課事務連絡。以下「特例事務連絡」という。）を発出し、

ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の方に関する、健康保険の被扶

養者認定等の際の収入確認における臨時の特例的な取扱いを整理し、健康保険

組合等に対し適切な対応を求めているところです。 

 また、国民年金の第三号被保険者についても、「新型コロナウイルスワクチ

ン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」（令和３

年６月４日付け年管管発 0604第９号）及び「新型コロナウイルスワクチン接種

業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するＱ＆Ａについて」

（令和３年６月４日付け年金局事業管理課長事務連絡）により、日本年金機構

に対し同様の対応を求めているところです。 

貴団体におかれましては、特例通知及び特例事務連絡の別紙２（被保険者・

被扶養者向けＱ＆Ａ）の内容を御了知いただくとともに、貴下団体等に対し適

切な周知が行われるよう、御協力のほどお願いします。 


